
 

熊本県農業近代化資金事務取扱要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は、熊本県農業近代化資金融通措置要項（以下「要項」という。）第３の４の

規定に基づき、農業近代化資金の融通に関する細部にわたる取扱いについて定めるもので

ある。 

 

第２ 借入手続及び利子補給承認申請手続等について 

  １ 借入手続及び利子補給承認申請の手続き 

   借入手続及び利子補給承認申請の手続は、次のとおりとする。 

なお、借入者は、実際に資金を必要とする時期（農業者等が当該資金を使って農機具等

を購入する時期をいう。）より極力早い時期に借入申込手続を開始することが望ましい。 

  (１) 要項第２の２の(１),(２),(４)及び(５)に掲げる融資機関が、要項第２の１の(１)

に掲げる者に貸し付ける場合（以下「個人の場合」という。）の利子補給承認の申請

手続は、熊本県農業経営改善関係資金基本運営要領（以下「運営要領」という。）に

定めるもののほか、次のとおりとする。 

ただし、要項第２の３の(１)のカの(ア)及び(イ)に掲げる資金を借り入れる場合に

ついては、次の(２)の規定によることとする。 

      ア 借入者は、運営要領第３条の規定に基づき経営改善資金計画の審査を受ける際に、

必要に応じて第１表（農業近代化資金借入申込書添付書類一覧表）に掲げる添付書類

を、運営要領に定める窓口機関等に提出するものとする。 

      イ 経営改善資金計画の審査を受けた結果、本資金を借り入れることとなった借入者は、

運営要領に定める借入申込書（運営要領別記第９号様式及び運営要領別記第１０号様

式。以下「運営要領借入申込書」という。）を融資機関の長に提出するものとする。 

      ウ 運営要領借入申込書を受理した融資機関の長は、農業近代化資金利子補給承認申請

書（別記第１号様式。以下「利子補給承認申請書」という。）に記入・押印のうえ、

融資審査等総括表（運営要領別記第７号様式）の写しを添付して所轄市町村長に提出

するものとする。 

      エ 利子補給承認申請書（運営要領借入申込書及び融資審査等総括表の写しを含む。以

下同じ）を受理した市町村長は、当該利子補給承認申請書を所轄広域本部地域振興局

長（又は県央広域本部（農政事務所）長。以下「振興局長」という。）に送付するも

のとする。 

      オ 運営要領借入申込書及び利子補給承認申請書の提出部数は次のとおりとする。 

 

提   出   先 
運営要領借入申込書 

（運営要領別記第５号様式） 

利子補給承認申請書 

(別記第１号様式) 

借入者から融資機関の長へ 

融資機関の長から市町村長へ 

市町村長から振興局長へ 

３部（正１部、副２部） 

２部（副２部） 

１部（副１部） 

－ 

２部(正１部、副１部) 

１部(正１部) 

 

カ 融資機関の長は、貸付けを受けるものが要項第２の４の(１)のイの規定により知事

の承認を必要とする者であるときは、農業近代化資金貸付合計額承認申請書（別記第
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２号様式）に運営要領借入申込書を添付し市町村長を経由のうえ所轄振興局長に提出

しなければならない。 

  (２) 要項第２の２の(１)に掲げる融資機関が、要項第２の１の(２)から(４)までに掲げ

る者に貸し付ける場合（以下「二分共同の場合」という。）の利子補給承認の申請手続

は、次のとおりとする。 

      ア 借入者は、農業近代化資金借入申込書（別記第３号様式。(以下「借入申込書」とい

う。））に第１表に掲げる書類を添付し、当該融資機関の長に提出するものとする。 

      イ 借入申込書（添付書類を含む。以下同じ）を受理した融資機関の長は、内容を審査

し貸付けを適当と認めたときは、利子補給承認申請書（別記第１号様式）に記入・押

印のうえ、所轄市町村長に提出するものとする。 

      ウ 利子補給承認申請書（借入申込書を含む。以下同じ）を受理した市町村長は、内容

を審査し利子補給を適当と認めたときは、当該利子補給承認申請書を所轄振興局長に

送付するものとする。 

      エ 借入申込書及び添付書類並びに利子補給承認申請書の提出部数は次のとおりとする。 

 

提   出   先 
運営要領借入申込書 

（運営要領別記第５号様式） 

利子補給承認申請書 

(別記第１号様式) 

借入者から融資機関の長へ 

融資機関の長から市町村長へ 

市町村長から振興局長へ 

３部（正１部、副２部） 

２部（副２部） 

１部（副１部） 

－ 

２部(正１部、副１部) 

１部(正１部) 

 

(３) 要項第２の２の(２)から(５)までに掲げる融資機関が、要項第２の１の(２)から

(４)までに掲げる者に貸し付ける場合（以下「一分共同の場合」という。）の利子補給

承認の申請手続は、次のとおりとする。 

      ア 借入者は、借入申込書（別記第３号様式）に第１表に掲げる書類を添付し、所轄市

町村長及び融資機関の長に提出するものとする。 

      イ 借入申込書を受理した市町村長は、内容を審査のうえ、所轄振興局長に送付するも

のとする。 

      ウ 借入申込書を受理した振興局長は、内容を審査し適当と認めたときは、融資意見書

（別記第９号様式）を知事(団体支援課)に進達するものとする。 

      エ 借入申込書を受理した融資機関の長は、内容を審査し貸付けを適当と認めたときは、

利子補給承認申請書（別記第１号様式）に記入・押印のうえ、知事(団体支援課)に提

出するものとする。 

      オ 借入申込書及び添付書類並びに利子補給承認申請書の提出部数は次のとおりとする。 

 

提   出   先 
運営要領借入申込書 

（運営要領別記第５号様式） 

利子補給承認申請書 

(別記第１号様式) 

借入者から市町村長へ 

市町村長から振興局長へ 

振興局長から知事（団体支援課）へ 

 

借入者から融資機関の長へ 

融資機関の長から知事(団体支援課)へ 

２部（副２部） 

１部（副１部） 

融資意見書（別記第９号様式）

１部（正１部） 

２部（正１部、副１部） 

１部（副１部） 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

１部(正１部) 
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(４) 借入者の事業区域が市町村又は、広域本部地域振興局及び県央広域本部（熊本農政

事務所）（以下「振興局」という。）の行政区域をこえるものの提出する借入申込書又

は利子補給承認申請書は、当該借入金に係る事業実施の所轄市町村又は、所轄振興局長

を経由して提出するものとする。 

 

２  利子補給の承認 

  (１) 振興局長の承認 

       ア １の(１)のエ及び(２)のウの規定により利子補給承認申請書を受理したときは、利

子補給の適否を決定し、農業近代化資金利子補給承認通知書(別記第１１号様式。以

下「利子補給承認通知書」という。) により融資機関の長に通知するとともに、そ

の「写し」を所轄市町村長及び熊本県農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）

会長に送付するものとする。 

なお、１の(２)のウの規定による場合は、振興局長は内容を審査の上利子補給の

適否を決定するものとする。 

       イ 利子補給の適否を決定した振興局長は、別に定める農業制度資金管理事務電算処理

要領により、承認データを団体支援課に送付するものとする。また、市町村及び融

資機関から依頼があった場合は、利子補給承認の状況を、農業近代化資金利子補給

承認一覧表（別記第１２号様式。以下「利子補給承認一覧表」という。）により送

付するものとする。 

       ウ 承認データを受理した団体支援課長は、毎月３日に、前月の振興局及び団体支援課

における全ての利子補給承認の状況を、利子補給承認一覧表により、基金協会会長

に送付するものとする。 

    (２) 知事の承認                             

       ア １の(３)により利子補給承認申請書を受理したときは、内容を審査し利子補給の適

否を決定するものとする。 

    イ 利子補給の承認を行ったものについては、利子補給承認通知書を融資機関に交付す

るとともにその「写し」を所轄振興局長、所轄市町村長及び基金協会会長に送付す

るものとする。 

  (３) 農業近代化資金の利子補給率は、熊本県農業近代化資金利子補給要項第３条の別表

に定める率とする。 

  （４) クイック融資に係る手続 

クイック融資（担い手が営農に伴い必要とする小口資金について、企業経営診断手法

（スコアリング手法）を活用して無担保・無保証人での融資の可否を判断する仕組みを

行う。以下同じ。）の際の利子補給承認手続きについては、次に掲げるとおりとする。 

     ア 特別融資制度推進会議設置要綱（平成 13年９月 12 日付け 13経営第 2931 号農林水

産事務次官依命通知。）第３の３の（１）により委任を受けた融資機関（以下「受任

融資機関等」という。）は、都道府県に対して利子補給の承認申請を行えば、当該申

請が承認される前であっても、クイック融資による貸付を行うことができる。 

   イ 県の利子補給が承認されない場合には、要項第２の８の貸付利率が変更されること

があることについて、受任融資機関等から、クイック融資による借入れを希望する者

に対し、説明が行われること。 

   ウ 受任融資機関等により、クイック融資の貸付決定が行われたことは、当該決定が行

われた営業日中に振興局長に対し農業近代化資金クイック融資貸付決定通知書（別記

第２７号様式）によりＦＡＸ又は電子メールにて通知されること。 
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 ３ 事業の着工    

  (１) 農業近代化資金の融資対象事業の着工は、利子補給承認後行うものとし、利子補給承

認前着工は原則として認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由により利子

補給承認前に事業の着工を必要とするものについては、以下に定める手続により、利子

補給承認前に着工することができる。 

        なお、真にやむを得ない事由とは、次のいずれかの場合とする。 

   ア 災害応急対策として事業を行う場合 

   イ 補助事業との関連で着工時期が急迫している場合 

  (２) 借入者は、融資機関に対し農業近代化資金借入申込書等に農業近代化資金利子補給承

認前事業着工届（別記第１３号様式）を添えて提出しなければならない。 

   (３) 融資機関は、借入者から農業近代化資金利子補給承認前事業着工届の提出があった場

合は、遅滞なく前記着工届に基づく農業近代化資金利子補給承認前事業着工届（別記第

１４号様式）を振興局長(ただし、一分共同の場合にあっては知事(団体支援課))に提出

しなければならない。 

   (４)  振興局長(ただし、一分共同の場合にあっては知事(団体支援課))は、融資機関から農

業近代化資金利子補給承認前事業着工届があった場合は、関係課と協議のうえ、真にや

むを得ないと認めるときは、前記着工届を受理するものとし、融資機関に対し農業近代

化資金利子補給承認前事業着工届受理書（別記第１５号様式）を送付するものとする。

借入者は振興局長(ただし、一分共同の場合にあっては知事(団体支援課))の受理日以後

は事業に着工しても差し支えないものとする。 

 

  ４ 貸付けの実行 

  (１) 融資機関は、利子補給承認通知書に基づき貸付実行にあたっては、融資機関が利子

補給承認通知書を受理した日から原則として６ヶ月以内に貸付を実行するものとする

が、この期限に拘泥することなく、貸付実行にあたっては、借入者が真に資金を必要と

する時期に行い、貸付金が長期間滞留することがないようにすることとする。 

    (２) 融資機関は、利子補給承認のあった者の貸付けの状況について農業近代化資金貸付

実行報告書（別記第１６号様式。以下「貸付実行報告書」という。）を別に定める農業

制度資金管理事務電算処理要領により振興局長(ただし、一分共同の場合にあっては知

事(団体支援課))に提出しなければならない。 

    (３)  借入者の工事の着工時期が遅延するなどの理由により、資金の所要時期が承認に関

する通知を受理した日から６カ月以上遅れるような場合は、借入者は融資機関に対し貸

付実行猶予届(別記第１７号様式）を提出しなければならない。 

    (４) 融資機関は、借入者から貸付実行猶予届の提出があった場合は、遅滞なく前記猶予

届に基づく貸付実行期限延期届（別記第１８号様式）を振興局長(ただし、一分共同の

場合にあっては知事(団体支援課))に提出しなければならない。 

    (５) 借入者は、貸付けを受けるときは、直ちに農業近代化資金借用証書（別記第１９号

様式）を融資機関に提出しなければならない。 

  (６) 融資機関は、貸付けに当たっては借入者に対し、その必要に応じ保証人又は担保物

件の設定等の措置を求めるものとする。 

 

  ５ 債務保証 

   借入者が債務保証を受けようとするときの手続は運営要領に定めるもののほか、次のと

おりとする。 

    (１) 融資機関は、借入者が基金協会の債務保証を受けようとするときは、借入申込の際

に基金協会に対し、その定款及び業務方法書の定めるところにより債務保証の委託申込
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をするよう指示するものとする。この場合、融資機関は、債務保証委託申込書及び添付

書類を添えて基金協会に申し込まなければならないものとする。 

    (２) 基金協会は内容を審査し、債務保証に関する諾否を決定し、債務保証承諾通知書を

融資機関に、債務保証承諾書を借入者(融資機関経由)に送付するものとする。 

なお、上記債務保証承諾通知書及び債務保証承諾書の交付については、書面をもって

する交付に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって受信者において具体的内容が確実に記録されるものをい

う。）により行うことができるものとする。 

    (３) 融資機関は、基金協会から債務保証承諾通知書を受理後、貸付の実行を行い、農業

近代化資金金銭消費貸借契約書兼債務保証委託証書（以下「借用証書兼委託証書」と

いう。）を借入申込者より徴求するものとする。 

        なお、上記借用証書兼委託証書(写)及び貸付実行報告書(基金協会所定様式)を基金協

会へ提出するものとする。 

 

  ６ 事業の完了 

   (１) 借入者は、農業近代化資金事業完了届(別記第２０号様式)を融資機関に提出しなけ

ればならない。なお、借入辞退又は事業を中止する場合には、別に定める農業制度資金

管理事務電算処理要領により、貸付実行報告書にその旨記載のうえ、提出するものとす

る。 

    (２) 融資機関は、前号の事業完了届に基づき、実地に確認するとともにその証拠書類を

徴し、保存しておかなければならない。 

    (３) 融資機関は、事業完了の確認をしたものを１月ごとに取りまとめ、農業近代化資金

事業完了確認報告書（別記第２１号様式）を、翌月の１０日以内に市町村長を経由のう

え、所轄振興局長に提出しなければならない。ただし、一分共同の場合にあっては、そ

のつど事業完了届の写しを添付し直接知事（団体支援課）に提出させるものとする。 

    (４) 融資機関の事業完了報告の期限は完了から２か月以内とし、所轄振興局長は、事業

完了に関する進捗管理を行うとともに、年に１回、１月から１２月までに承認した案件

について、翌年３月１０日までに、団体支援課に報告するものとする。ただし、一分共

同の場合にあっては、知事（団体支援課）が当該進捗管理及び報告書の作成を行う。 

 

  ７ 利子補給金の請求及び交付 

   (１) 農業近代化資金を貸し付けている融資機関は、１月１日から６月３０日までの期間

に係るものにあっては同年８月２０日までに、７月１日から１２月３１日までの期間に

係るものにあっては翌年２月２０日までに農業近代化資金利子補給金請求書（別記第２

２号様式。以下「請求書」という。）を知事(団体支援課)に提出しなければならない。 

    (２) 知事は、内容を審査し、適当と認めたときは、３０日以内に農業近代化資金利子補

給金を交付するものとする。ただし、調査のため日時を要したときはこの限りでない。 

    (３) 農業近代化資金の利子補給に関しては、熊本県農業近代化資金利子補給要項（平成

元年熊本県告示第 118 号の 2。以下「利子補給要項」という。）の定めるところによる

ものとする。 

 

 ８ 利子補給の承認取消し、利子補給金の返還 

   (１) 知事は、融資機関又は借入者が法令、利子補給要項、利子補給契約書又はこれらに

基づく知事の命令に従わなかったときは、当該融資機関に対し利子補給の承認決定を取

消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるも

のとする。 
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    (２) 前項により返還を命ぜられた融資機関は、直ちに当該利子補給金を返還しなければ

ならない。 

 

 ９ 資金の適正管理 

(１) 個人及び二分共同の場合にあっては、融資機関は、利子補給承認後に次のいずれか

に該当する事業計画の変更がある場合には、農業近代化資金利子補給変更承認申請書

（別記第２４号様式。以下「利子補給変更申請書」という。）を所轄市町村長を経由の

うえ、所轄振興局長に提出しなければならない。 

   ア 事業費が当初事業計画より２０パーセント以上増減するとき。 

   イ 貸付対象事業のうち、主要な施設、機器、資材又は工事の規模、性能又は数量につ

いて大幅な変更（２０パーセント以上）をしようとするとき。 

   ウ 災害、事故その他特に必要と認められる以下の理由により償還期限の延長等を行う

とき。 

    (ア)災害 

      暴風雨、豪雨、地震、噴火、降灰、暴風浪、高潮、降雨、低温、降雪、降霜、降

ひょう、その他異常な天然現象による災害。 

    (イ)事故 

      火災、盗難、その他借受者の責めに帰さない理由による事故。 

    (ウ)その他特に必要と認められる理由 

      借受者(借受者が団体である場合は､その団体を構成する農業者）又はその者と住

 居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷、その他やむを得ない事由。 

 (２) 振興局長は、前項の利子補給変更申請書について、内容を審査し、やむを得ないも

のと認めたときは、農業近代化資金利子補給変更承認通知書（別記第２５号様式。以下

「利子補給変更承認通知書」という。）を所轄市町村長を経由し当該融資機関に交付す

る。 

(３) 一分共同の場合にあっては、利子補給変更申請書は、直接知事(団体支援課)に提出

するものとし、知事は、内容を審査しやむを得ないものと認めたときは、利子補給変更

承認通知書を交付するものとする。 

(４)  (２)及び(３)により利子補給変更の承認を行った場合は、その「写し」を２の(１)

及び(２)に準じて関係機関に送付するものとする。 

(５) 融資機関は、利子補給変更承認のあったものについては、その実行に際し借用証書

の変更等の事務処理を確実に行わなければならない。 

(６)  融資機関は、必要と認めるときは借入者から報告を求め、又は実地に調査して資金

の適正な管理に当たるとともに、借入者に対し適切な指導助言を行うものとする。 

   (７) 農業近代化資金の借入れにより行った事業につき、国又は地方公共団体の補助金（日

本たばこ産業株式会社補助金を含む。）の交付決定を受けたときは、償還期限にかかわ

らず、交付のあった後これを遅滞なく借入金債務の弁済にあてるものとする。 

 

１０ 経 理 

  (１) 融資機関は、一事業ごとに別段貯金口座を設け、原則として借受者の事業計画に基づ

く自己資金が当該別段貯金口座に払い込まれた後に、資金を払い込むものとする。 

   (２) 融資機関は、払い出しに当たっては、借受者から請求書（事業費明細添付）伝票等を

徴して事業費を確認するものとする。 

   (３)  融資機関は、払い出しを行ったときは、必ず領収書を徴収し、少なくとも償還期間中

は請求書、伝票等とともに証拠書類として保管しておくものとする。 

   (４) 融資機関は、貸付実行に際して、当該貸付金が貸付けの目的以外に使用されること等
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を防止するため常に経理上万全の措置をとらなければならない。特に以下の場合は借入

金の全部又は一部について速やかに繰上償還させるものとする。 

   ア 借入者がこの借入金を目的以外の使途に使用し、又は借入後長期にわたり使用しな

いとき。 

   イ 借入者が、借入金により改良、造成又は取得した施設（土地を含む。以下「施設等」

という。）を他に譲渡若しくは目的以外の目的で使用したとき、施設等が公用収用さ

れたとき又は施設等に係る事業を中止したとき。 

 

１１ 検 査 

   知事は、農業近代化資金の貸付け又は使途の状況について必要と認めるときは、融資機

関から報告を徴し、又はその職員をして実地に検査させるものとする。 

 

第３ 融資残高の報告 

   融資機関は、融資残高の移動状況等についての報告を「農業制度資金管理事務電算処理

要領」に基づき、個人及び二分共同の場合は振興局、一分共同の場合は県(団体支援課)に、

随時報告することとする。 

 

 

附 則 

 この要領は、平成 14 年 8 月１日から施行し、同日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 14 年 12月 10日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 15 年 12月 16日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 16 年 5 月 18日から施行し、平成 16年 4月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 16 年 10月 13日から施行し、平成 16年 8月 31 日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 17 年 8 月 8日から施行し、平成 17 年 4 月 1日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 18 年 5 月 22日から施行し、平成 18年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 18 年 11月 9日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 19 年 5 月 23日から施行し、平成 19年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 22 年 1 月 15日から施行し、平成 21年 12月 4日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 23 年 5 月 20日から施行し、平成 23年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 26 年 7 月 1日から施行し、平成 26 年 4 月 1日から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和 2 年 4月 1日から施行する。 

附 則 
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 この要領は、令和 3 年 4月 21日から施行し、令和 3年 4 月 1日から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和４年 10月 1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 5 年 4月 1日から施行する。 
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第１表

１戸
１法人

法人及び
任意団体等

1 団体及び構成員の経営
概要等

別記第４号様式
○ －

2 事業計画書(機械導入
にあたっては､別記第6
号様式を追加添付)

   〃　５、６
〃 ○ ○

3 事業実施の効果概要書    〃  ７  〃
○ ○

4 事業実施後の収支予想
書

   〃  ８  〃
○ ○

5 定款若しくは規約、又
はこれに準ずるもの

○ ○ ○

6 業務報告書（農協、法
人、会社等にあっては
最近３年分）又は前年
度収支決算書

○ ○ ○

7 本事業を承認した総会
並びに理事会の提出議
案及び議事録(写)

○ ○ ○

8 融資意見書 別記第９号様式
 ○ ○

9 国、県、市町村等から
補助金を受けるもの
は、補助事業計画書

○ ○

10 敷地を取得する場合に
は敷地売買(仮)契約書
(写）、自己所有地に

○ ○ ○

11 最近時の財務試算表又
はこれに準ずるもの

○ ○

12 他の法令等により許
可、認可等を要するも
のは許可、認可等を受
けたことを証するもの

○ ○  ○ ○

13 地区内又は建設地附近
の地図

○ ○

14 敷地内配置図
○ ○ ○ ○

15 設計書、見積書
○ ○ ○ ○

16 農業協同組合法施行令
第３条の２適合状況表 ○

17 畜産の事業にあって
は、事業経営計画書
（別記第10号様式を追
加添付）

参考様式１～４

○ ○ ○ ○

18 運営要領第３条の２に
該当する場合にあって
は、飼養衛生管理基準
遵守状況確認書

○ ○ ○ ○

19 その他知事が特に必要
と認めて指示するもの ○ ○ ○ ○

借入申込書の添付書類一覧表

添付書類名 様式
法人及び
団体でな
い農業者

団体

農協等

 


